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令和６年４月 23 日 

                                          庁舎整備担当部 

   

 

本庁舎等整備工事における工期延伸期間の更なる短縮に係る検討結果について 

 

１ 主旨 

本庁舎等整備工事は、令和５年７月 14 日、大成建設株式会社東京支店（以下、「大成建

設」という。）からの全体工期 22.5 か月延伸の申し出を受けて、区は、工程検証委員会に

よる検証を行った。そして、令和５年９月時点で、全体工期の延伸期間を、申し出より

2.75 か月短縮した 19.75 か月とし、さらに、構造設計の変更を要するが、採用できれば、

２期工期の延伸期間を 1.25 か月短縮できるとした項目については、詳細検討を継続するこ

ととした。 

このたび、検討結果について、大成建設より報告を受け、区として確認し、本庁舎等整備

工事の工期延伸期間の見極めを行ったので報告する。 

 

２ 大成建設による報告概要  

 令和６年３月 28 日、区は、大成建設より、設計者（株式会社佐藤総合計画）の協力を得

て行った検討結果として「世田谷区本庁舎等整備工事における工期延伸期間の更なる短縮に

係る検討結果について」（参考資料 参照）を受領した。そして、この間、詳細検討を行った

下記項目について、２期工事において 1.25 か月の工期延伸期間の短縮効果が認められ、建

物剛性への影響は、構造設計で見込む余裕の範囲内である旨の報告を受けた。 

 

【２期工事の工期延伸期間 1.25 か月短縮を目的として検討を行った項目】 

①免震下部基礎のプレキャストコンクリート化 （0.25 か月短縮） 

②地下１階鉄骨鉄筋コンクリート造梁の施工合理化 （0.5 か月短縮） 

③地下２階柱のプレキャストコンクリート化 （0.5 か月短縮） 

 

３ 区の判断について 

大成建設による検討結果を踏まえ、区では、２に記載の①②③を採用した場合において、

新庁舎の建物機能への影響が無いことを確認し、併せて、本件の建築基準法上の審査を担当

する東京都との事前協議により、計画変更にかかる行政手続き等と工事工程との関係も問題

が無いことを確認した。 

これらを踏まえ、①②③各項目を採用することを認め、全体工期の延伸期間を更に 1.25 か

月短縮して 18.5 か月とし、２期工期を、令和８年９月 18 日、全体工期を、令和 11 年４月

27 日に変更することとする。 
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          表 本庁舎等整備工事における工期変遷について 

 

 

４ 今後の予定 

令和６年 ５月  企画総務常任委員会（全体工期変更に係る工事請負契約変更） 

６月  第２回区議会定例会（全体工期変更に係る工事請負契約変更） 

         工事請負契約変更の締結（全体工期変更） 
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大成建設から提出された構造設計の
変更に係る詳細検討資料の一部を抜粋 ４
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